
【申請者用】

③添付書類に不備が無いようにお願いいたします。

　　　　　【担当窓口・問い合わせ先】
板倉町　産業振興課　商工観光係　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所：板倉町大字板倉2682番地１　ＴＥＬ：82-6139　ＦＡＸ：82-2758

板倉町住宅リフォーム支援事業 手続きの流れ

①書類の提出先及び商品券受領場所は板倉町役場 
　産業振興課となります。

②申請書類等の提出は、施工業者による代理手続き
　が可能です。

④３月末までに工事が完了し工事代金の支払いが出
　来るようにお願いします。
⑤補助金は現金ではなく板倉町商工会商品券で交
　付します。
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着 工 工事内容に変更が生じた場合

　・工事着工前までに申請書を提出して　　　　　　　　

　　ください。
　※添付書類

　　・施工前の写真

　　・見積書　

　・決定通知書の送付（郵送）

　・工事内容に変更がある場合は変更申請書を提出し

　　てください。
　※添付書類

　　・工事内容変更後の見積書等

　・交付決定変更通知書の送付（郵送）

　・工事完了後、速やかに完了報告書の提出をお願いします。
　※添付書類

　　・請求書

　　・領収書
　　・施工後の 写真

　・交付確定通知書、請求書の送付　

　　（郵送）

　・請求書の提出をお願いします。　

　・板倉町商工会商品券で交付します。

　※１　認印をご持参ください。

　※２　【代理人による受け取りの場合】
　　・代理人の方は委任状をご持参ください。

注意事項


